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株主還元方針の見直しに関するお知らせ 

 

当行は、 本日開催の取締役会において、株主還元方針の見直しについて決議しましたので、  

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

○ 株主還元方針の見直し 

１．見直し内容（下線部が変更箇所） 

 

２．見直し理由 

当行は、2023 年 11 月に見直しました「株主還元方針」に基づき、財務基盤の強化を前提

として、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向の段階的な向上を進め、目標と

しておりました 2025 年度の親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向 35％を達成

する見込みであります（2026 年 3 月期：35.7％を予定）。 

今般、公表しました「Vision 2030」（R.V.）に基づき、ステークホルダーの皆さまの期待

に応える強固な財務基盤の構築と適切な株主還元に向けて、株主還元方針を見直すことと 

いたしました。 

引き続き、株主還元方針に基づく適切な株主還元に努めてまいります。 

 

以 上 

変更前 変更後 

銀行業としての公共的性格と経営の健全性維持 

等を考慮し、財務基盤の強化を前提として、 

累進的配当により、親会社株主に帰属する当期 

純利益に対する配当性向を 2025 年度までに 35％ 

以上に引き上げるとともに、機動的な自己株式 

取得により、株主利益と資本収益性の向上を 

目指していく。 

銀行業としての公共的性格と経営の健全性維持 

等を考慮し、財務基盤の強化を前提として、 

累進的配当により、親会社株主に帰属する当期 

純利益に対する配当性向を 2027 年度までに 40％ 

以上に引き上げるとともに、機動的な自己株式 

取得により、株主利益と資本収益性の向上を 

目指していく。 


